
                               

                               

                               

                               

                               

Ｎｏ．６１２ 

１ 

 

令和５年  

５月２６日号 広  報 舟形町のあゆみ 第２話 

昭和 29年(1954年) 

舟形村と堀内村が 

合併し、舟形町が誕生 

 

農用地等の借り手を募集します 
～農地中間管理事業～ 

▼募集期間／令和５年５月26日（金）～令和６年２月29日（木） 

▼募集区域／舟形町全域 

▼〆  切／１回目：令和５年５月31日（水）   ２回目：令和５年７月31日（月） 

      ３回目：令和５年９月29日（金）   ４回目：令和５年10月31日（火） 

      ５回目：令和５年11月30日（木）   ６回目：令和６年１月31日（水） 

      ７回目：令和６年２月29日（木） 

▼応募方法／農業振興課に問い合わせください。 

▼申込みに当たっての留意点／ 

 ・既に募集に応募している方は、改めて応募する必要はありません。 

 ・応募した場合、内容の一部をインターネットなどで公表することになります。 

 

▼申込み・問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係       ☎（32）0947 

           公益財団法人 やまがた農業支援センター ☎023（631）0697 

 

農用地等の貸付希望（出し手）も募集しています 

農用地等の貸付希望の申込みは、舟形町農業再生協議会で行います。 

詳しくは農業振興課に問い合わせください。 

は です。

支払通知書を送付しますので、ご確認ください。 
▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

https://3.bp.blogspot.com/-Hst9uWWt2Ks/Ur1GWPeMZPI/AAAAAAAAccM/BaMEwNU4skM/s800/tanbo.png


                               

                               

                               

                               

                               

    70 周年を迎えます 

記念事業アイデア募集 

町制施行70周年を記念する事業や取組みのアイデアを募集します。 

ただし、令和6年１月1日から令和7年3月31日の間に町内で実施する事業とします。 

▼応募内容／「町民みんなでやってみたいこと」「町でやってほしいこと」など町制施行70

周年を記念する次のような事業や取組みのアイデアを募集します。 

・舟形の魅力を町内外に発信する事業 

・舟形への誇りと愛着を醸成する事業 

・町民の絆やつながりを深める事業 

▼応募資格／舟形町に関心のある方ならどなたでも応募可能です。 

▼応募方法／提案用紙に必要事項をご記入の上、持参・郵送・FAX または E メールで送信

してください。提案用紙は、町内各公共施設に設置してあるものか、町ホーム

ページからダウンロードしてお使いください。 

▼応募〆切／10月27日（金） 
 

 

 

記念ロゴマーク募集 

町内外に舟形の魅力を発信するさまざまな記念事業のロゴマークを広く募集します。 

▼募集内容／次の項目をすべて満たすロゴマークを募集します。 

・舟形町が「70周年」であることが分かること。 

・未発表のもので、他のコンクール等に出品していないこと。 

・舟形町の町制70周年に向けた取組みをPRするのに適していること。 

・その他、次の条件を満たすもの 

‣カラー、単色は問いませんが、モノクロ印刷でも使えること。 

‣大きさは自由ですが、2㎝×2㎝以内のサイズに縮小しても使用できること。 

※手描きのスケッチでも構いません。 

▼応募資格／舟形町に関心のある方ならどなたでも応募可能です。 

▼応募方法／応募用紙に必要事項をご記入の上、持参・郵送・Eメールで送信してください。

応募用紙は、町内各公共施設に設置してあるものか、町ホームページからダウ

ンロードしてお使いください。 

▼応募〆切／9月29日（金） 

▼表   彰／グランプリ1名、優秀賞2名（めがみちゃん商品券を進呈） 

町では、令和 6 年 12 月に町制施行 70 周年の記念を迎えるにあたり、 

町民のみなさんと祝うとともに、さらなる発展に向けた「町制施行 70周年

記念事業」を企画しています。 

 

町制施行 



インスタグラム 

『発掘！「#ふながたのお宝」』 
舟形町のまちの人、暮らし、場所、歴史・文化など、町の魅力が伝わるような作品をイン

スタグラムで募集する『発掘！「#ふながたのお宝」』を開催します。 

▼募集内容／次の項目をすべて満たす作品を募集します。 

・舟形町のまちの人、暮らし、場所、歴史・文化などで町の魅力が伝わるような作品 

・その他、次の条件を満たすこと 

‣応募するアカウントが公開設定になっていること。 

‣応募する写真は、舟形町内で撮影した写真であること。 

‣被写体に人物が含まれる場合は、本人の了承を得ること。 

‣応募作品は、他のフォトコンテストに入賞したことがない作品であること。 

▼応募資格／舟形町に関心のある方ならどなたでも応募可能です。 

▼応募方法／『発掘！「#ふながたのお宝」』公式アカウントをフォローし、今回の応募指定

ハッシュタグ「#ふながたのお宝」と作品の紹介と撮影場所を記載すること。 

▼応募〆切／11月30日（木） 

▼表   彰／優秀賞3名（めがみちゃん商品券を進呈） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 

☎（32）0104  FAX（32）2117 

Eメール：kikakupr@town.funagata.yamagata.jp 

 

８ｍｍフィルムまだまだ募集中 
舟形町で町の人々が記録した昭和時代の８mmフィルムを集め、地域映画づくりを進めています。 

家族の何気ない日常やお祭り・運動会など、失われた「あたりまえの暮らし」を映画で蘇らせます。 

「過去」の記録を「今」に生かした映画づくりを通して、地域の繋がりや魅力を再発見していきます。 

～募集内容～ 
〇募集条件／本企画にご協力いただける方 

〇対象媒体／舟形で撮影された８ｍｍフィルム（シングル８、ダブル８） 

※ＶＨＳ、Ｈｉ-８、ビデオ媒体は対象外となります。 

～その他～ 
〇お預かりしたフィルムは調査、クリーニング後にデジタル化します。映画使用に関してご承諾ください。 

〇作業完了後、ご提供いただいたフィルムと同じ内容のデータをＵＳＢメモリでお渡しします。 

〇フィルムの内容について取材をお願いする場合があります。ぜひご協力ください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業用使用済プラスチック類の回収を次のとおり行います。 

農業用使用済プラスチック、ビニール類は「産業廃棄物」として取扱われるため、燃やしたり、捨てた

りした場合、法により罰せられる場合があります。適正に処理しましょう。 

▼回収品目／農業用使用済プラスチック・ビニール・肥料袋・容器類・苗箱 ほか 

▼回収日程／ 

 
 
 
 

 

 

▼費 用／１kg当たり72円（消費税込み）※費用は回収時にお支払いください。 

▼注 意／○排出品はよく洗って、薬剤・泥・野菜くず・針金などを落とし軽くしましょう。 

     ○肥料袋に入れたり、ひもで束ねるなどして、重さを10～15kgにまとめましょう。 

     〇苗箱は20枚ずつビニールひも等で束ねてください。 
 
▼問い合わせ／舟形町営農改善協議会（舟形町農業振興課内） ☎（32）0947

日 時 場 所 時 間 

６月18日（日） 

 生涯学習センター 午前８時30分 ～ ９時10分 

 もがみ中央農協 野菜集荷場 午前９時30分 ～ 10時10分 

 富長交流センター 午前10時30分 ～ 11時10分 

 農村環境改善センター 午前11時20分 ～ 正午 

 

                               

                               

                               

                               

                               

学生のみなさん、アルバイトをする前に労働条件を確認しましょう 
厚生労働省では、全国の大学生を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことなどを目的

とした「アルバイトの労働条件を確かめよう！キャンペーン」を、多くの新入学生がアルバイトを始める４

月から７月までの間実施しています。 

 山形労働局においては、このキャンペーン期間中、県内の大学の要請に応じて労働法制に関する説明を行

うとともに、事業主団体のみなさんへの協力を要請する予定です。 

 学生のみなさん、アルバイトを始める前に厚生労働省ホームページの「確かめよう、労働 

条件！」コーナーを確認して、適正な労働条件のもとでアルバイトを始めましょう。 

県
介
護
支
援
専
門
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実
務
研
修
受
講
試
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▼
受
験
資
格
／
保
健
、
医
療
、
福
祉
の

分
野
で
５
年
以
上
か
つ
９
０
０
日
以

上
の
実
務
経
験
が
あ
る
方 

▼
試
験
日
時
／ 

10
月
８
日
（
日
）
午
前
10
時
～ 

▼
試
験
会
場
／
山
形
市
内 

▼
申
込
み
期
間
／ 

６
月
８
日
（
木
）
～
30
日
（
金
） 

※
詳
し
く
は
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

▼
試
験
区
分
／
一
般
職 

▼
採
用
予
定
人
数
／
若
干
名 

▼
業
務
内
容
／
農
業
用
施
設
の
維
持

管
理
・
工
事
お
よ
び
一
般
事
務
。 

▼
受
験
資
格
／
平
成
５
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
、
令
和
６
年

３
月
ま
で
に
高
校
卒
業
見
込
み
の
方 

▼
試
験
日
／
９
月
上
旬
予
定 

▼
申
込
み
期
間
／ 

７
月
３
日
（
月
）
～
８
月
18
日
（
金
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
土
地
改
良
区 

☎
（
32
）
２
０
３
４ 

 

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
関
す
る
説
明
会 

税
務
署
で
は
、
事
業
者
の
方
を
対

象
に
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 
説
明
会
は
事
前
予
約
制
に
よ
り
、

各
回
と
も
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付

を
終
了
し
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

① 

６ 

月
16
日
（
金
） 

② 

７ 

月
27
日
（
木
） 

③ 

８ 

月
25
日
（
金
） 

④ 

９ 

月
15
日
（
金
） 

※
午
前
10
時
～
正
午 

主
に
課
税
事
業
者
向
け 

※
午
後 

２ 

時
～
４
時 

主
に
免
税
事
業
者
向
け 

▼
会
場
／
新
庄
税
務
署 

▼
そ
の
他
／
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関

す
る
詳
し
い
情
報
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ

り
確
認
く
だ
さ
い
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

新
庄
税
務
署
法
人
課
税
部
門 

☎
（
22
）
５
１
７
０ 

  

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
社
会
福
祉
協
議
会 

 

人
材
研
修
部
人
材
係 

 

☎
０
２
３
（
６
２
２
）
２
７
７
６ 

 

舟
形
町
土
地
改
良
区 

新
規
職
員
採
用
試
験 



                               

                               

                               

                               

                               

▼日時・場所／ 

 会場 月日 時間 場所 〆切 

庄内会場 ６月10日（土） 

午前９時～ 

午後４時30分 

庄内総合支庁 ５日31日（水） 

置賜会場 ７月８日（土） 赤湯公民館 ６月28日（水） 

村山会場 ７月29日（土） 山形ビッグウイング ７月19日（水） 

村山会場 ８月19日（土） 山形ビックウイング ８月４日（金） 

 

▼講習内容／ ・狩猟関係法令（２時間）      ・猟具の取り扱い（１時間） 

・鳥獣判別（１時間）        ・実技（２時間） 

▼申込み方法／受講を希望する各申込み〆切まで、各地区の猟友会支部または山形県猟友会に受講料を 

添えて申込み。※各講習会には定員がありますので、早めに申込みください。 

▼受講料／6,000円（テキスト代など含む） ※講習科目が１種類増すごとに 1,000円加算 

▼問い合わせ／（一社）山形県猟友会 ☎023（665）0382 

税
務
職
員
採
用
試
験 

（
高
卒
程
度
）
の
お
知
ら
せ 

 

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
税
務

職
員
を
募
集
し
ま
す
。 

▼
受
験
資
格
／ 

①
令
和
５
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高

校
卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い

方
、
ま
た
は
令
和
６
年
３
月
ま
で
に

高
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方 

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
方
に
準
ず

る
と
認
め
る
方 

▼
申
込
み
期
間
／ 

６
月
19
日
（
月
）
～
28
日
（
水
） 

▼
申
込
み
方
法
／ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
込
み 

▼
第
１
次
試
験
／
９
月
３
日
（
日
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係 

☎
０
２
２
（
２
６
３
）
１
１
１
１ 

人
事
院
東
北
事
務
局 

 

☎
０
２
２
（
２
２
１
）
２
０
２
２ 

 

経営所得安定対策等 
 交付金の交付申請について 

 交付金により、麦、大豆、米粉用米などの戦略作物の本作化や水田の畑地化を推進し、水田活用による食

料自給率・自給力の向上および農業経営の安定を図る制度です。 

 次の日程で、受付を行います。 

▼受付日程／５月29日（月）長沢地区    生涯学習センター（１階食堂） 

     ５月30日（火）舟形地区    中央公民館（１階ロビー） 

      ５月31日（水）富長・堀内地区 農村環境改善センター（１階ロビー） 

       ６月１日（木）認定農業者   舟形町役場（３階大会議室） 

▼受付時間／午前９時～午後３時 

※この日程で都合がつかない場合は、６月２日（金）以降に農業振興課で受付をお願いします。 

▼〆 切／６月９日（金）（厳守） 

▼持 ち 物／・５月下旬に配布予定の申請書類 ・新規加入や振込口座を変更する方は振込先通帳 

※昨年度申請されていない方が新たに申請する場合は、申請書類を送付しますので、 

 問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係 ☎（32）0947 

 



                               

                               

                               

                               

                             

（単位：万円） 

令和５年度当初予算は、一般会計で 34億 7,600万円、沖縄中部広域市町村圏の児童との交流などを

行う、ふるさと市町村圏事業特別会計で 1,051万円となりました。 

 一般会計の中で最も金額の大きいものが消防費(14億 9,112万円)となり、そのうち 9億 754万円が

人件費です。また、新消防庁舎建設関係の経費として 3 億 4,212 万円を計上しました。次に金額の大

きいものが衛生費(14億 5,511万円)です。主な事業としては、可燃ごみ焼却施設であるエコプラザも

がみ費として 8 億 2,790 万円、不燃ごみ処理施設であるリサイクルプラザもがみ費として 2 億 5,791

万円、し尿処理施設であるもがみクリーンセンター費として 3億 6,012 万円です。また前年度と比較

し、衛生施設を含めたすべての施設で電気料が増額することに伴い、電気料だけで 1 億 9,148 万円の

増額となっています。また、修繕料としてエコプラザもがみで ITV(監視カメラ)等更新修繕(8,094 万

円)やリサイクルプラザおよび浸出水処理施設高圧受配電設備内機器更新修繕(2,562万円)の実施など

により総額で 5億 8,500万円の増額となりました。 

 また、ふるさと市町村圏事業特別会計では、沖縄児童交流に係る旅行代理業務委託料の増額などに

より、総額で 4万円の増額となりました。      

一般会計の主な事業費の予算状況 

区   分 予算額 前年度増減 

広域交流センター「ゆめりあ」管理運営費 12,640 3,307 

エコプラザもがみ（ごみ焼却施設）管理運営費 82,790 16,214 

リサイクルプラザもがみ（資源リサイクル施設）管理運営費 25,791 4,230 

もがみクリーンセンター（し尿処理施設）管理運営費 36,012 3,657 

消防・救急業務運営費 149,112 31,906 

教育研究センター管理運営費 4,867 △ 173 

公債費（借入金返済） 15,858 △ 445 

 

 

（単位：万円） 分担金の内訳 

電波利用環境保護周知啓発強化期間 
６月１～１０日は 

電波は、ルールを守って正しく使いましょう 

▼電波の混信・妨害についての問い合わせ／ 

 総務省東北総合通信局相談窓口 ☎022（221）0641 



                               

                               

                               

                               

                               



☆ ふれあい育児の広場…６月８日は「はじめの会」の予定です。 

※午前に開催するふれあい育児の広場は、申込みされた方のみの利用です。 

欠席される場合は事前に連絡をお願いします。 

  

♡ふれあい育児の広場 
    年間活動予定 

 
６月：はじめの会 
７月：たなばた 
８月：水あそび 
９月：いもほり 
10月：ピクニック 
11月：ハッピーわくわくショー 
12月：クリスマス会 
１月：おはなし出てこい 
２月：うんどうあそび 
３月：おわりの会 

 
＊申込みが必要です。 
対象児には、健康福祉課より通
知が届きます。 

 
 
 
 
 

♡みらいの様子 
 外の芝桜がきれいに咲き、ポカポカ陽気が心地よ
い春。ある乳児のお友だちは、ラックやバンボに座
り、音の出るおもちゃや気になる物に手を伸ばしニ
コニコ。お口に入れることもあるけれど、振ってみ
たり、ジッと見つめては「楽しい」や「なんだろう」
の気持ちが芽生えているのかな。１歳になると歩く
ことが上手になりあちこち興味津々に動き回りま
す。２歳児の中には遊び方もパワフルに、かけっこ
やジャンプをしたり、ルールを少しずつ覚えて『か
くれんぼ』を楽しむ子もいました。年齢に合わせた
過ごし方で今年も楽しく遊びましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和５年５月発行 第１８１号 

舟形町子育て支援センター「みらい」 

（福祉避難所「てとて」内） 

   ☎（３２）０５２８ 

♡６月は食育月間「食べる意欲を育てましょう」 

                            「食育月間」は、豊かな人間性を育み、生きる力を身につけることを目標に設けられ

ました。おっぱいやミルクしか飲めなかった赤ちゃんが、離乳期に入り少しずつ口から

食べることを覚え、いろいろな物を食べて食の幅を広げていきます。新しい食材との出

会いや、わくわく、ドキドキするような体験が食べる意欲につながります。子ども自身

が「食べてみよう！食べたい！」と思わなければ、口には運びません。食事を楽しむ大

人の姿、食べながら仲よく過ごす大人の姿がなによりの食育です。「いただきますで楽し

い食卓」を実践してみましょう。 

～こんな活動をしています～ 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

施設開放 

 

４ ５ ６ ７ 

 

８ 

ふれあい 

育児の広場 

☆要申込み 

９ 

 

１０ 

施設開放 

 

１１ １２ １３ 

 

１４ 

あそびの

広場 

１５ 

おはなし

広場 

１６ 

 

１７ 

施設開放 

１８ １９ ２０ ２１ 

 

２２ ２３ ２４ 

施設開放 

２５ ２６ ２７ 

すくすく

広場 

２８ ２９ ３０  

 

午後閉館 

午後閉館 

午後閉館 

 

午後閉館 
 

インフルエンザ流行対策のための利用制限、連休後の施設点検のため
の閉館にご理解・ご協力をいただきありがとうございました。 
室内遊具の配置変えを行い、人工芝を 

開放しています。外遊びが気持ちよい季 
節となり、天気が良い日はボール遊びに 
にかけっこ、ひなたぼっこはいかがです 
か。みなさんの来館をお待ちしています。 
 

 

【６月の予定】    閉 館 

〈利用時間〉 

午前９時 30分～11時 30分 
午後１時 30分～４時 30分 


